
第１０２号議案 

 

 

 

   中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和５年１１月２７日 

 

 

 

          提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 地域包括支援センターの職員の配置基準を改める必要がある。  



   中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

 中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める

条例（平成２７年中野区条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の見出しを「（職員に係る基準及び当該職員の員数）」に改

め、同条第２項中「同項各号に掲げる者のいずれか１人」を「、次の

表の左欄に掲げる当該第１号被保険者の数に応じ同表の右欄に定める

者の数」に改め、同項に次の表を加える。 

お お む ね ６ ， ０ ０ ０ 人 以 上

７，０００人未満 

前項各号に掲げる者のいずれか２人 

おおむね７，０００人以上 前項各号に掲げる者のいずれか３人 

第３条に次の１項を加える。 

３ 前２項に定めるもののほか、当該地域包括支援センターが担当す

る区域の実情に応じ区長が必要と認めるときは、前２項の規定によ

り配置する職員に加えて運営上必要な常勤の職員を置くものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


